
佐 世 保 市 緑 化 推 進 協 議 会 規 約

（ 目 的 ）

第 １ 条 佐 世 保 市 緑 化 推 進 協 議 会（ 以 下 ｢協 議 会 ｣と い う 。）は 、市 内 の 緑 化 を 推

進 し 健 康 で 緑 豊 か な 生 活 環 境 の 創 出 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と す る 。

（ 事 業 ）

第 ２ 条 協 議 会 は 、 前 条 の 目 的 を 達 成 す る た め 、 次 の 事 業 を 行 う 。

( 1) 緑 化 運 動 及 び 緑 化 事 業 の 推 進 に 関 す る こ と 。

( 2) 緑 の 羽 根 そ の 他 に よ る 募 金 運 動 に 関 す る こ と 。

( 3) そ の 他 、 目 的 達 成 の た め に 必 要 な 事 業 に 関 す る こ と 。

（ 委 員 ）

第 ３ 条 協 議 会 の 委 員 は 、 次 の 者 を も っ て 充 て る 。

( 1) 佐 世 保 市 農 林 水 産 部 長

(2 ) 長 崎 県 県 北 振 興 局 林 業 課 長

(3 ) 佐 世 保 市 都 市 整 備 部 公 園 緑 地 課 長 及 び 市 民 生 活 部 コ ミ ュ ニ テ ィ・協 働 推

進 課 長

( 4) 佐 世 保 市 教 育 委 員 会 の 総 務 課 長

( 5) 佐 世 保 市 農 林 水 産 部 長 が 選 出 す る 団 体 の 代 表 者 等 を 若 干 名

( 6) 佐 世 保 市 農 林 水 産 部 農 林 整 備 課 長

２ 委 員 は 非 常 勤 と す る 。

３ 委 員 の 報 酬 は 無 報 酬 と し 、 協 議 会 の 会 議 出 席 の た め に 必 要 な 交 通 費 に つ い

て は 支 給 す る も の と す る 。

（ 組 織 ）

第 ４ 条 協 議 会 に 、 会 長 １ 名 、 副 会 長 １ 名 、 監 事 ２ 名 の 役 員 を 置 く 。

２ 会 長 は 、 佐 世 保 市 農 林 水 産 部 長 が 務 め る も の と す る 。

３ 役 員 の 任 期 は 、 そ の 職 に あ る 期 間 と す る 。

た だ し 、 前 条 第 ５ 号 に よ る 委 員 が 役 員 の 場 合 は ３ 年 又 は そ の 職 に あ る 期 間

を も っ て 任 期 と し 、 再 任 は 妨 げ な い も の と す る 。

４ 会 長 は 、 協 議 会 を 代 表 し 会 務 を 総 括 す る 。

５ 副 会 長 は 、 協 議 会 委 員 の 同 意 を 得 て 委 員 の 中 か ら 会 長 が 委 嘱 す る 。

６ 副 会 長 は 、 会 長 を 補 佐 し 、 会 長 が 事 故 等 で 会 務 に 支 障 が 生 じ た と き そ の 職

務 を 代 理 す る 。

（ 会 議 ）



第 ５ 条 協 議 会 の 会 議 は 、 会 長 が 招 集 し 、 そ の 議 長 を 務 め る 。

２ 協 議 会 の 会 議 は 、委 員 の ３ 分 の ２ 以 上 の 出 席 を も っ て 成 立 す る も の と す る 。

３ 議 案 の 議 決 は 、 出 席 者 の 過 半 数 を も っ て 決 定 す る 。

４ 協 議 会 の 会 議 は 、 総 会 及 び 臨 時 総 会 と す る 。

５ 総 会 は 、 年 １ 回 開 催 す る 。

６ 総 会 は 、 次 の 事 項 を 審 議 す る 。

( 1) 規 約 の 制 定 及 び 改 廃 に 関 す る こ と 。

た だ し 、 軽 微 な 変 更 に つ い て は 、 書 面 を も っ て 議 決 す る こ と が で き る 。

(2 ) 事 業 報 告 及 び 決 算 の 承 認 に 関 す る こ と 。

(3 ) 事 業 計 画 及 び 予 算 の 決 定 に 関 す る こ と 。

(4 ) そ の 他 重 要 な 事 項

７ 臨 時 総 会 は 、早 急 に 対 応 す べ き 事 項 を 審 議 す る た め 、必 要 な 都 度 開 催 す る 。

８ 会 長 は 、 必 要 が あ る と 認 め た と き は 、 委 員 以 外 の 者 に 対 し 、 会 議 に 出 席 さ

せ 説 明 又 は 助 言 を 求 め る こ と が で き る 。

９ 第 １ 項 か ら 第 ７ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と

き は 、 書 面 を も っ て 議 決 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 議 決 権 を 行

使 す る 者 は 出 席 者 と み な す 。

( 1) 感 染 症 や 大 規 模 災 害 等 が 発 生 し 、会 議 を 行 う こ と が 不 適 当 と 判 断 さ れ る

と き 。

  ( 2) そ の 他 、 会 長 が や む を 得 な い と 判 断 し た と き 。

（ 監 査 ）

第 ６ 条 監 事 は 、 協 議 会 委 員 の 同 意 を 得 て 会 長 が 委 嘱 す る 。

２ 監 事 は 、 協 議 会 の 業 務 執 行 を 監 査 し 、 総 会 で 監 査 結 果 の 報 告 を 行 う 。

３ 監 事 が 、 異 動 等 し た 場 合 は 、 後 任 の 代 表 者 ま た は 職 員 を 監 事 と す る こ と が

で き る 。

（ 経 費 ）

第 ７ 条 協 議 会 の 経 費 は 、 負 担 金 、 補 助 金 、 募 金 、 還 元 金 及 び そ の 他 の 収 入 を

も っ て 充 て る 。

（ 財 務 に 関 す る 事 項 ）

第 ８ 条 協 議 会 の 予 算 編 成 、 現 金 の 出 納 そ の 他 財 務 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 会 長

が 別 に 定 め る 。

（ 会 計 年 度 ）

第 ９ 条 協 議 会 の 会 計 年 度 は 、 ７ 月 １ 日 か ら 翌 年 の ６ 月 ３ ０ 日 ま で と す る 。



（ 事 務 局 ）

第 10 条 協 議 会 の 事 務 局 は 、 佐 世 保 市 農 林 水 産 部 農 林 整 備 課 内 に 置 く 。

２ 佐 世 保 市 農 林 水 産 部 農 林 整 備 課 長 を 、 協 議 会 の 事 務 局 長 に 充 て る 。

３ 事 務 局 長 は 、 協 議 会 の 事 務 を 総 括 す る 。

附 則

１ こ の 規 約 は 、 平 成 １ ９ 年 ９ 月 ２ ６ 日 か ら 適 用 す る 。

た だ し 、平 成 １ ９ 年 度 の 会 計 年 度 に つ い て は 、第 ９ 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、

協 議 会 設 立 の 日 か ら 平 成 ２ ０ 年 ６ 月 ３ ０ 日 と す る 。

附 則

１ こ の 規 約 は 、 平 成 ２ ０ 年 ８ 月 ２ ９ 日 か ら 適 用 す る 。

附 則

１ こ の 規 約 は 、 平 成 ２ １ 年 ９ 月 ４ 日 か ら 適 用 す る 。

附 則

１ こ の 規 約 は 、 平 成 ２ ８ 年 ９ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。

附 則

１ こ の 規 約 は 、 令 和 ２ 年 ９ 月 ２ 日 か ら 適 用 す る 。


